
 

 

創造理工学部 教授） 

山内 弘隆（国立大学法人一橋大学 名誉教授） 

諮問・答申事項等 

・「令和４年度以降５年間についての石油備蓄目標」（R4.7 諮問） 

・「令和４年度以降５年間についての石油備蓄目標」の諮問に対

する答申について（R4.8 答申） 

・「令和５年度以降５年間についての石油備蓄目標」（R5.5 諮問） 

・「令和５年度以降５年間についての石油備蓄目標」の諮問に対

する答申について（R5.5 答申） 

 

 

 

 

調達価格等算定委員会 

 

主管省及び庶務担当部局課 資源エネルギー庁省エネルギー・新

エネルギー部新エネルギー課 

 電話番号 (03)3501-4031      

ホームページ  

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/  

根 拠 法 令 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特

別措置法第 43 条第１項 

設 置年月日 平成 23 年 11 月 10 日 

所 掌 事 務  

１．再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

第２条の２第１項に規定する交付対象区分等及び第２条の３

第１項に規定する基準価格等に関し、第２条の２第４項及び

第２条の３第７項に規定する事項を処理すること。 

２．再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

第３条第１項に規定する特定調達対象区分等及び同条第２項

に規定する調達価格等に関し、同条第８項に規定する事項を

処理すること  

３．同法第４条第１項に規定する入札を実施する交付対象区分

等及び特定調達対象区分等に関し、同条第２項に規定する事

項を処理すること 

４．同法第５条第１項に規定する入札の実施に関する指針に関

し、同条第６項に規定する事項を処理すること 

５．同法第８条の９第１項に規定する価格目標に関し、同項に

－ 425 －

経
済
産
業
省



 

 

規定する事項を処理すること 

分科会等＜分科会＞ なし 
    ＜部 会＞ なし 

委員＜定数＞ ５名 

うち常勤 なし 

＜任期＞ ３年 

＜氏名＞  岩船 由美子（東京大学生産技術研究所教授）  

 秋本 圭吾（公益財団法人地球環境産業技術研究機

構（RITE）システム研究グループリーダ

ー） 

 安藤 至大（日本大学経済学部教授） 

 大石 美奈子（公益社団法人日本消費生活アドバイザ

ー・コンサルタント・相談員協会 消費

生活アドバイザー） 

 松村 敏弘（東京大学社会科学研究所教授） 

諮問・答申事項等  

・令和４年度以降の調達価格等に関する意見（R4.2 意見） 

・令和５年度以降の調達価格等に関する意見（R5.2 意見） 

・令和６年度以降の調達価格等に関する意見（R6.2 意見） 
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